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新 旧

高知県道整備推進交付金交付要綱

第１条 ～ 第８条 [略]

（交付金交付の申請）

第９条 規則第３条第１項の申請書及び関係書類の様式は、別記第１号様式によるものとする。

２ 前項の交付金の交付を申請するに当たって、当該交付金に関する仕入れに係る消費税等相当額（交付対象事業費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方税率を乗じて得た金額との合

計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合においては、これを減額して交付申請しなければならない。

ただし、申請時において当該交付金に関する仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでな

い。

（着手届）

第10条 市町村は、交付金交付決定のあった事業（以下「交付事業」という。）に着手したときは、着手した日から起算して14

日以内に別記第２号様式による着手届２通を知事に提出しなければならない。

２ 前項の着手届は、交付申請書に付属する別紙１に記載された路線（以下「路線」という。）ごとに提出するものとする。

（変更申請）

第11条 市町村は、次の各号に該当する場合は、事前に別記第３号様式による変更承認申請書２通を知事に提出して承

認を受けなければならない。ただし、別表第４に規定する軽微な変更に該当する場合は、別記第４号様式により変更のあっ

た日から起算して14日以内に２通を知事に届け出なければならない。
（１）事業費の変更

（２）事業量の変更

（３）事業の内容（路線に変更があった場合を含む）の変更

（４）事業に要する経費の配分の変更

（５）事業期間の延長

（６）第７条に基づく事業の進捗率の変更

（７）第８条に基づく他の施設への充当

（交付金の概算払の請求）

第12条 知事は、交付金の交付決定をした場合において、特に必要があると認めるときには、交付金の概算払をすることが

できる。

２ 市町村は、前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、別記第５号様式による概算払請求書２通を知事に

提出しなければならない。

（削除）

（工事竣工届）

第13条 市町村は、着手届を提出した路線の工事が竣工したときは、竣工した日から起算して14日以内に別記第６号様式

による竣工届１通を知事に提出しなければならない。

高知県道整備推進交付金交付要綱

第１条 ～ 第８条 [略]

（交付金交付の申請）

第９条 規則第３条第１項の申請書及び関係書類の様式は、第１号様式によるものとする。

２ 前項の交付金の交付を申請するに当たって、当該交付金に関する仕入れに係る消費税等相当額（交付対象事業費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方税率を乗じて得た金額との合

計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合においては、これを減額して交付申請しなければならない。

ただし、申請時において当該交付金に関する仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでな

い。

（着手届）

第10条 市町村は、交付金交付決定のあった事業（以下「交付事業」という。）に着手したときは、着手した日から起算して14

日以内に第２号様式による着手届２通を知事に提出しなければならない。

２ 前項の着手届は、交付申請書に付属する別紙１に記載された路線（以下「路線」という。）ごとに提出するものとする。

（変更申請）

第11条 市町村は、次の各号に該当する場合は、事前に第３号様式による変更承認申請書２通を知事に提出して承認を受

けなければならない。（追記）

（１）事業費の変更

（２）事業量の変更

（３）事業の内容（路線に変更があった場合を含む）の変更

（４）事業に要する経費の配分の変更

（５）事業期間の延長

（６）第７条に基づく事業の進捗率の変更

（７）第８条に基づく他の施設への充当

（交付金の概算払の請求）

第12条 知事は、交付金の交付決定をした場合において、特に必要があると認めるときには、交付金の概算払をすることが

できる。

２ 市町村は、前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、第４号様式による概算払請求書２通を知事に提出し

なければならない。

（遂行状況報告）

第13条 市町村は、規則第10条第１項に規定する遂行状況報告を11月末現在においてとりまとめ、翌月の10日までに第

５号様式により２通を知事に提出しなければならない。

（工事竣工届）

第14条 市町村は、着手届を提出した路線の工事が竣工したときは、竣工した日から起算して14日以内に第６号様式による

竣工届１通を知事に提出しなければならない。
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新 旧

（実績報告）

第14条 規則第11条第１項の実績報告書の様式は、別記第７号様式によるものとし、交付事業が完了したときは遅滞なく２通

を知事に提出しなければならない。

２ 第９条第２項ただし書きにより交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕

入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

３ 第９条第２項ただし書きにより交付申請した場合は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消

費税の申告により当該補助金にかかる消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額し

た市町村長等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を別記第12号様式により速やかに知事に報告す

るとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

（繰越承認申請）

第15条 市町村は、交付金の交付決定があった年度内に交付事業を完成させなければならない。

２ 不測の事由により年度内の完成が見込めなくなったときは、事前に別記第８号様式による繰越承認申請書２通を提出し

知事の承認を受けなければならない。

（一時中止若しくは部分中止又は工期延期又は再着手）

第16条 市町村は、交付事業を一時中止（削除）若しくは部分中止する場合は別記第９号様式、工期を延期した場合は別記

第10号様式、再着手した場合は別記第11号様式により、一時中止若しくは部分中止若しくは工期延期又は再着手した日

から起算して14日以内に２通を知事に届け出なければならない。

第17条 ～ 第21条 [略]

附 則

１ この要綱は、平成28年６月22日から施行する。

２ この要綱は、令和２年11月１日から施行する。

３ この要綱は、令和３年５月１日から施行する。

４ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

別表１ [略]

（実績報告）

第15条 規則第11条第１項の実績報告書の様式は、第７号様式によるものとし、交付事業が完了したときは遅滞なく２通を知

事に提出しなければならない。

２ 第９条第２項ただし書きにより交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入

控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

３ 第９条第２項ただし書きにより交付申請した場合は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費

税の申告により当該補助金にかかる消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した

市町村長等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を第12号様式により速やかに知事に報告するととも

に、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

（繰越承認申請）

第16条 市町村は、交付金の交付決定があった年度内に交付事業を完成させなければならない。

２ 不測の事由により年度内の完成が見込めなくなったときは、事前に８号様式による繰越承認申請書２通を提出し知事の

承認を受けなければならない。

（一時中止若しくは部分中止又は工期延期又は再着手）

第17条 市町村は、交付事業を一時中止し、若しくは部分中止する場合は第９号様式、工期を延期した場合は第10号様式、

再着手した場合は第11号様式により、再着手した日から起算して14日以内に２通を知事に届け出なければならない。

第18条 ～ 第22条 [略]

附 則

１ この要綱は、平成28年６月22日から施行する。

２ この要綱は、令和２年11月１日から施行する。

３ この要綱は、令和３年５月１日から施行する。

（追記）

別表１ [略]
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新 旧

別表第２（第３条関係） 交付対象経費及び県の負担割合

（注）交付金は、交付対象経費に負担割合を乗じ、千円未満を切捨てた額とする。

別表３ [略]

別表第４（第11条関係）

別表第２（第３条関係） 交付対象経費及び県の負担割合

（追記）

別表３ [略]

（追記）

事 業 区 分 事 業 種 目 交付対象経費 負 担 割 合

林道開設事業

森林管理道開設
工事費

（工事雑費を除く）
45／100以内

森林管理道開設

（うち過疎・振興山村地域）
〃 50／100以内

林道改良事業

幹線林道 〃 50／100以内

その他林道 〃 30／100以内

林道舗装事業

幹線林道 〃 50／100以内

その他林道 〃 １／３以内

軽微な変更

１ 路線毎の交付対象事業費に増減のない事業費の変更

２ 施工延長の著しい減少を生じない変更

３ 収支予算書の支出内訳に計上している費目の路線内流用

事 業 区 分 事 業 種 目 交付対象経費 負 担 割 合

林道開設事業

森林管理道開設
工事費

（工事雑費を除く）
45／100以内

森林管理道開設

（うち過疎・振興山村地域）
〃 50／100以内

林道改良事業

幹線林道 〃 50／100以内

その他林道 〃 30／100以内

林道舗装事業

幹線林道 〃 50／100以内

その他林道 〃 １／３以内
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新 旧

別記

第１号様式（第９条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

（削除） 年度高知県道整備推進交付金交付申請書

（削除）下記のとおり高知県道整備推進交付金に係る事業を実施したいので、交付金 円を交付されたく、高知県補助

金等交付規則第３条第１項の規定により、下記の関係書類を添えて申請します。

記

１ 事 業 計 画 書 別紙１・２のとおり

２ 収 支 予 算 書 別紙３のとおり

３ 事業完了予定年月日 年 月 日

別紙１ ～ 別紙３ [略]

第２号様式（第10条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

着 手 届

（削除） 年度高知県道整備推進交付金に係る事業は、（削除） 年 月 日から着手しました。

なお、別紙のとおり請負契約書の写しを添付します。

（追記）

第１号様式（第９条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

令和 年度高知県道整備推進交付金交付申請書

令和 年度において、下記のとおり高知県道整備推進交付金に係る事業を実施したいので、交付金 円を交付され

たく、高知県補助金等交付規則第３条第１項の規定により、下記の関係書類を添えて申請します。

記

１ 事 業 計 画 書 別紙１・２のとおり

２ 収 支 予 算 書 別紙３のとおり

３ 事業完了予定年月日 年 月 日

別紙１ ～ 別紙３ [略]

第２号様式（第10条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

着 手 届

令和 年度高知県道整備推進交付金に係る事業は、令和 年 月 日から着手しました。

なお、別紙のとおり請負契約書の写しを添付します。
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新 旧

第３号様式（第11条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

（削除） 年度高知県道整備推進交付金変更承認申請書

（削除） 年 月 日付け高知県指令 第 号で交付（変更）決定通知のあった（削除） 年度高知県道整備推進交付金につい

て、別紙理由書に記載した理由により事業内容及び経費の配分を変更したいので承認されたく、下記の関係書類を添えて申請しま

す。

記

１ 事 業 計 画 書 別紙１・２のとおり

２ 収 支 予 算 書 別紙３のとおり

３ 総 括 表 別紙４・５のとおり

（第８条第１項に規定する他の施設への充当をした場合）

４ 変 更 理 由 書 （削除）

５ 事業完了予定年月日 年 月 日

（注） 上記関係書類については、交付金が決定された事業内容及び経費の配分並びに変更後の事業内容及び経費の配分を比

較対照できるよう、二段書き（上段に変更前、下段に変更後を記載）したものであること。

別紙１ ～ 別紙３ [略]

第３号様式（第11条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

令和 年度高知県道整備推進交付金変更承認申請書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で交付（変更）決定通知のあった令和 年度高知県道整備推進交付金について、

別紙理由書に記載した理由により事業内容及び経費の配分を変更したいので承認されたく、下記の関係書類を添えて申請します。

記

１ 事 業 計 画 書 別紙１・２のとおり

２ 収 支 予 算 書 別紙３のとおり

３ 総 括 表 別紙４・５のとおり

（第８条第１項に規定する他の施設への充当をした場合）

４ 変 更 理 由 書 別紙のとおり

５ 事業完了予定年月日 年 月 日

（注） 上記関係書類については、交付金が決定された事業内容及び経費の配分並びに変更後の事業内容及び経費の配分を比

較対照できるよう、二段書き（上段に変更前、下段に変更後を記載）したものであること。

別紙１ ～ 別紙３ [略]
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新 旧

別紙４

（削除） 年度高知県道整備推進交付金総括表

（１）交付決定省庁別総括表 市町村名： （円）

（注） １ 「事業費」、「交付金」欄には、指導監督費を除いた額を記入すること。

２ 「単年度交付額」欄には、高知県道整備推進交付金については県交付金の額を記入すること。

３ 当該年度及び累計の「国費率」欄が、100％を越えないこと。

別紙５ [略]

別紙４

令和 年度高知県道整備推進交付金総括表

（１）交付決定省庁別総括表 市町村名： （円）

（注） １ 「事業費」、「交付金」欄には、指導監督費を除いた額を記入すること。

２ 「単年度交付額」欄には、高知県道整備推進交付金については県交付金の額を記入すること。

３ 当該年度及び累計の「国費率」欄が、100％を越えないこと。

別紙５ [略]

交付決定

省 庁

地域再

生

計画

の

名

称

路線

名

事

業

主

体

当該年度 前年度までの執行事業 累計

備

考

事業内容

事業

費

交付金 国費率

事業

費

交付金

事業

費

交付金 国費率

区

分
延長

全幅

員

単年

度
うち 引上額

単年

度
うち 引上額

単年

度
うち 引上額

交付

額

国費

額
（外数）

交付

額

国費

額
（外数）

交付

額

国費

額
（外数）

（ｍ） （ｍ） a b c c'

c

/

a

(c+c')/a d e f f'
g=a+

d

h=b+

e
ｉ=c+f ｉ'=c'+f' ｉ/g (ｉ+ｉ')/g

農林水産省

（農村振興

局） 計

農林水産省

（林野庁）

計

国土交通省

（道路局）

計

交付決定

省 庁

地域再

生

計画

の

名

称

路線

名

事

業

主

体

当該年度 前年度までの執行事業 累計

備

考

事業内容

事業

費

交付金 国費率

事業

費

交付金

事業

費

交付金 国費率

区

分
延長

全幅

員

単年

度
うち 引上額

単年

度
うち 引上額

単年

度
うち 引上額

交付

額

国費

額
（外数）

交付

額

国費

額
（外数）

交付

額

国費

額
（外数）

（ｍ） （ｍ） a b c c'

c

/

a

(c+c')/a d e f f'
g=a+

d

h=b+

e
ｉ=c+f ｉ'=c'+f' ｉ/g (ｉ+ｉ')/g

農林水産省

（農村振興

局） 計

農林水産省

（林野庁）

計

国土交通省

（道路局）

計
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新 旧

第４号様式（第11条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

軽 微 な 変 更 届

年度高知県道整備推進交付金について、 年 月 日に下記のとおり変更しましたので、高知県道整備推進交付金

交付要綱第 11 条ただし書きの規定により、届け出ます。

記

１ 該当する要件

２ 変 更 内 容

３ 変 更 理 由

第５号様式（第12条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

（削除） 年度高知県道整備推進交付金概算払請求書

（削除） 年 月 日付け高知県指令 第 号で交付（変更）決定通知のあった（削除） 年度高知県道整備推進交付金につい

て金 円を概算払によって交付されたく、下記の関係書類を添えて請求します。

記

１ 概算払請求内訳書 別紙１のとおり

別紙１ [略]

（追記）

第４号様式（第12条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

令和 年度高知県道整備推進交付金概算払請求書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で交付（変更）決定通知のあった令和 年度高知県道整備推進交付金について金

円を概算払によって交付されたく、下記の関係書類を添えて請求します。

記

１ 概算払請求内訳書 別紙１のとおり

別紙１ [略]
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新 旧

（削除）

（削除）

第５号様式（第13条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

令和 年度高知県道整備推進交付金遂行状況報告書

令和 年 月 日付け 第 号で交付（変更）決定通知のあった高知県道整備推進交付金について、11月30日現在の

遂行状況を別紙のとおり報告します。

（注）別紙１を添付すること。

別紙１

令和 年度高知県道整備推進交付金遂行状況報告書

（注） １ 他施設へ充当した場合は、路線名を（ ）書きにし、明らかにすること。

２ 「事業費」及び「交付金」の欄には、指導監督事務費を除いた額を記入すること。

３ 出来高は、現場進捗ベースを記入すること。

４ 支出済額（交付金）の計が高知県からの交付金支出済み額と一致すること。

地 域 再 生

計画の名称
路線名

事業箇所

（市町村）

事業主体

遂行状況

備考交付決定額等 支出済額 出来高（％）

事業費 交付金 事業費 交付金 事業費 交付金

計

計

計
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新 旧

第６号様式（第13条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

工 事 竣 工 届

（削除） 年度高知県道整備推進交付金事業のうち、下記のとおり工事が竣工しましたので届け出ます。

記

１添付書類

（１）竣工検査調書

（２）完成写真

第６号様式（第14条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

工 事 竣 工 届

令和 年度高知県道整備推進交付金事業のうち、下記のとおり工事が竣工しましたので届け出ます。

記

１添付書類

（１）竣工検査調書

（２）完成写真

路 線 名 延 長（ｍ） 施工期間 事 業 費（円） 備考

上記の完成検査を命ずる

（削除） 年 月 日

（検査職員職氏名）

（検査命令者職氏名）

印

路 線 名 延 長（ｍ） 施工期間 事 業 費（円） 備考

上記の完成検査を命ずる

令和 年 月 日

（検査職員職氏名）

（検査命令者職氏名）

印
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新 旧

第７号様式（第14条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

（削除） 年度高知県道整備推進交付金実績報告書（完成・年度内）

（削除） 年 月 日付け高知県指令 第 号で交付（変更）決定通知のあった（削除） 年度高知県道整備推進交付金に

ついては、高知県補助金等交付規則第11条の規定により、その実績を下記の関係書類を添えて報告します。

記

１ 事 業 成 績 書 別紙１・２のとおり

２ 収 支 精 算 書 別紙３のとおり

３ 総 括 表 別紙４・５のとおり

（第８条第１項に規定する他の施設への充当をした場合）

４ 完 成 写 真 別紙のとおり（年度内の場合を除く）

５ 事業完了年月日 年 月 日

（注１）

関係書類の写しを添付すること。

・当該事業に関する各種契約書の写し（提出済のものは除く。）

・当該事業の検査調書又はそれに準ずるものの写し

別紙１ ～ 別紙３ [略]

第７号様式（第15条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

令和 年度高知県道整備推進交付金実績報告書（完成・年度内）

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で交付（変更）決定通知のあった令和 年度高知県道整備推進交付金につい

ては、高知県補助金等交付規則第11条の規定により、その実績を下記の関係書類を添えて報告します。

記

１ 事 業 成 績 書 別紙１・２のとおり

２ 収 支 精 算 書 別紙３のとおり

３ 総 括 表 別紙４・５のとおり

（第８条第１項に規定する他の施設への充当をした場合）

４ 完 成 写 真 別紙のとおり（年度内の場合を除く）

５ 事業完了年月日 年 月 日

（注１）

関係書類の写しを添付すること。

・当該事業に関する各種契約書の写し（提出済のものは除く。）

・当該事業の検査調書又はそれに準ずるものの写し

別紙１ ～ 別紙３ [略]
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新 旧

別紙４

（削除） 年度高知県道整備推進交付金総括表（完成・年度内）

（１）交付決定省庁別総括表 市町村名： （円）

（注） １「事業費」欄には、工事費及び事務費（指導監督費を除く）を記入すること。

２「交付金」欄には、指導監督費を除いた額を記入すること。

３「単年度交付額」欄には、高知県道整備推進交付金については県交付金の額を記入すること。

４ 当該年度及び累計の「国費率」欄が、100%を超えないこと。

５ 年度内実績は、上段に全体額、中段に年度内支出額、下段に繰越額の３段書きとすること。

別紙５ [略]

別紙４

令和 年度高知県道整備推進交付金総括表（完成・年度内）

（１）交付決定省庁別総括表 市町村名： （円）

（注） １「事業費」欄には、工事費及び事務費（指導監督費を除く）を記入すること。

２「交付金」欄には、指導監督費を除いた額を記入すること。

３「単年度交付額」欄には、高知県道整備推進交付金については県交付金の額を記入すること。

４ 当該年度及び累計の「国費率」欄が、100%を超えないこと。

５ 年度内実績は、上段に全体額、中段に年度内支出額、下段に繰越額の３段書きとすること。

別紙５ [略]

交付決定

省 庁

地域再

生

計画

の

名

称

路線

名

事

業

主

体

当該年度 前年度までの執行事業 累計

備

考

事業内容

事業

費

交付金 国費率

事業

費

交付金

事業

費

交付金 国費率

区

分
延長

全幅

員

単年

度
うち 引上額

単年

度
うち 引上額

単年

度
うち 引上額

交付

額

国費

額
（外数）

交付

額

国費

額
（外数）

交付

額

国費

額
（外数）

（ｍ） （ｍ） a b c c'

c

/

a

(c+c')/a d e f f'
g=a+

d

h=b+

e
ｉ=c+f ｉ'=c'+f' ｉ/g (ｉ+ｉ')/g

農林水産省

（農村振興

局） 計

農林水産省

（林野庁）

計

国土交通省

（道路局）

計

交付決定

省 庁

地域再

生

計画

の

名

称

路線

名

事

業

主

体

当該年度 前年度までの執行事業 累計

備

考

事業内容

事業

費

交付金 国費率

事業

費

交付金

事業

費

交付金 国費率

区

分
延長

全幅

員

単年

度
うち 引上額

単年

度
うち 引上額

単年

度
うち 引上額

交付

額

国費

額
（外数）

交付

額

国費

額
（外数）

交付

額

国費

額
（外数）

（ｍ） （ｍ） a b c c'

c

/

a

(c+c')/a d e f f'
g=a+

d

h=b+

e
ｉ=c+f ｉ'=c'+f' ｉ/g (ｉ+ｉ')/g

農林水産省

（農村振興

局） 計

農林水産省

（林野庁）

計

国土交通省

（道路局）

計



高知県道整備推進交付金交付要綱 新旧対照表

高知県道整備推進交付金交付要綱 新旧対照表 12

新 旧

第８号様式（第15条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

繰 越 承 認 申 請 書

（削除） 年 月 日付け高知県指令 第 号で交付（変更）決定通知のあったこの事業について、下記理由により事業

の繰越しを承認されたく関係書類を添えて申請します。

記

１ 事業の繰越しを必要とする金額

２ 交 付 金 額

３ （削除） 年度事業繰越計画書 別紙１・２のとおり

４ 繰 越 収 支 予 算 書 別紙３のとおり

５ 繰 越 理 由

６ 繰 越 事業完了予 定年月日

（注）関係書類の写しを添付すること

別紙１ ～ 別紙３ [略]

第８号様式（第16条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

繰 越 承 認 申 請 書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号で交付（変更）決定通知のあったこの事業について、下記理由により事業の

繰越を承認されたく関係書類を添えて申請します。

記

１ 事業の繰越を必要とする金額

２ 交 付 金 額

３ 令和 年度事業繰越計画書 別紙１・２のとおり

４ 繰 越 収 支 予 算 書 別紙３のとおり

５ 繰 越 理 由

６ 繰 越 事業完了 予定年月日

（注）関係書類の写しを添付すること

別紙１ ～ 別紙３ [略]
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新 旧

第９号様式（第16条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

工 事 一 時 （ 部 分 ） 中 止 届

（削除） 年度高知県道整備推進交付金に係る事業は、下記理由により、（削除） 年 月 日から （削除） 年 月

日まで一時（部分）中止します。

記

理 由

（注）関係書類の写しを添付すること。

第10号様式（第16条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

工 期 の 延 期 届

（削除） 年度高知県道整備推進交付金に係る事業は、下記理由により、（削除） 年 月 日まで工期を延長しました。

記

理 由

（注）関係書類の写しを添付すること。

第９号様式（第17条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

工 事 一 時 （ 部 分 ） 中 止 届

令和 年度高知県道整備推進交付金に係る事業は、下記理由により、令和 年 月 日から 令和 年 月 日ま

で一時（部分）中止します。

記

理 由

（注）関係書類の写しを添付すること。

第10号様式（第17条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

工 期 の 延 期 届

令和 年度高知県道整備推進交付金に係る事業は、下記理由により、令和 年 月 日まで工期を延長しました。

記

理 由

（注）関係書類の写しを添付すること。
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新 旧

第11号様式（第16条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

再 着 手 届

（削除） 年度高知県道整備推進交付金に係る事業は、（削除） 年 月 日から再着手しました。

（注）関係書類の写しを添付すること。

第12号様式（第14条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

（削除） 年度高知県道整備推進交付金に係る消費税仕入控除税額等報告書

（削除） 年 月 日付け高知県指令 第 号の交付（変更）決定通知のあった上記交付金について、（削除） 年

度高知県道整備推進交付金交付要綱第14条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１ 高知県補助金等交付規則第12条に基づく補助金の額の確定

金 円

２ 実績報告時に減額した消費税仕入控除税額等

金 円

３ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額等

金 円

４ 補助金返還相当額 （３－２）

金 円

（注）精算の内訳、その他参考となる資料を添付すること。

第11号様式（第17条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

再 着 手 届

令和 年度高知県道整備推進交付金に係る事業は、令和 年 月 日から再着手しました。

（注）関係書類の写しを添付すること。

第12号様式（第15条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長 氏 名

令和 年度高知県道整備推進交付金に係る消費税仕入控除税額等報告書

令和 年 月 日付け高知県指令 第 号の交付（変更）決定通知のあった上記交付金について、令和 年度高

知県道整備推進交付金交付要綱第15条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１ 高知県補助金交付規則第12条に基づく補助金の額の確定

金 円

２ 実績報告時に減額した消費税仕入控除税額等

金 円

３ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額等

金 円

４ 補助金返還相当額 （３－２）

金 円

（注）精算の内訳、その他参考となる資料を添付すること。


